
    年    月    日 

 

 

鳥取県立船上山少年自然の家所長様 

 

 

     住 所                             

     団 体 名                             

     代表者氏名                             

     担当者氏名                             

     電 話                             

 

 

物 品 借 用 書 

  

下記のとおり物品を借用いたします。 

 

 

1. 借入者の不注意により、紛失、破損、盗難等で現品の返却が不能となった場合は、同種・同等 

機能の物を返却します。 

 

２．借用物品使用中の怪我及び事故等については、借入者の責任とします。 

 

 

使 用 目 的 
 

借 用 数 量 テント（       ）張 

借 用 期 間 
    年    月    日 から       年    月    日まで 

使用日（     年   月   日～     年   月   日） 

返 却 予 定 日     年    月    日    午前 ・ 午後    時頃 

備 考 

 

 



 

≪テントを借用された方へ≫ 

〇必ず乾燥させてから返却してください。湿ったまま袋に入れてしまいます

と、カビ・悪臭の原因となります。次に使われる団体のためにも、よろしく

お願します。 

※テントの乾かし方は、下記≪テントを返却する前に≫をご覧ください。 

 

〇テント内のごみ、汚れ等ありましたら、きれいにしてから返却してください。 

 

≪テントを返却する前に≫（チェック項目） 

☐ フライシートを外し、乾かした。 

☐ テント内の砂利やごみ等を掃いた。 

☐ テントをひっくり返し、底の面を上にして乾かした。 

☐ 破損、紛失したものはなかった。 

※快晴の日で、およそ２～３時間程度で乾燥します。 

※雨が降っていない場合でも、底の面は湿っている可能性がありますの

で、ご確認の上返却してください。 


